【確認書】

　　年　　月　　日


科学研究費補助金応募資格に係る確認書


大学院総合文化研究科長　　殿


（申請者）
大学院総合文化研究科・特別研究員（　）

氏名　　　　　　　　　　　　

（受入研究者）
所属（専攻等）・職
大学院総合文化研究科・
氏名　　　　　　　　　　　　



この度の科学研究費補助金の応募課題について、裏面のとおり研究を出来る環境にあり、研究活動に従事するため、科学研究費補助金の応募資格に関する内規第３条第５号の規定により科研費の応募資格を承認願います。また、注意事項についても確認しました。


・応募する研究課題について研究が出来る環境にあることの説明及び研究活動に従事する　　　
ための方針（はい・いいえ　のどちらかに○を付して、必要に応じて、補足説明を記載してください）

１）現在、受入研究者の研究室に研究スペース等が確保されており、応募する研究課題を実施できる環境にある。　（はい・いいえ）
【補足説明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
２）応募する研究課題は、特別研究員奨励費で研究している研究課題の延長上にあるもので特別研究員奨励費の研究を実施している研究室で十分実施可能である。（はい・いいえ）
【補足説明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
３）今年度で特別研究員の身分が終了する。　（ はい ⇒４）へ　・　いいえ ⇒５）へ）
【補足説明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
４）３）が「はい」の場合：今年度で特別研究員の身分が終了するが、次年度以降は科学究費助成事業が受入可能な研究機関への就職を希望している。　（はい・いいえ）
【補足説明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
５）３）が「いいえ」の場合：次年度以降、特別研究員奨励費と応募した研究課題を並行して研究活動を実施する状況を確保できる。　（はい・いいえ）
【補足説明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（注意事項）
・本学が「科学研究費補助金の応募資格に関する内規」第３条第５号に基づいて応募資格を付与する対象者は、特別研究員のうちSPD・PD・RPDとして採用された者であって、「東京大学特別研究員受入れ実施要項」（平成20年9月19日総長裁定）により本学にて受入れを許可された東京大学特別研究員に限定されること。また、外国人特別研究員は対象外であること。
・東京大学特別研究員への応募資格付与に際しては、本学において応募課題の研究が出来る環境にあり、研究活動に従事するものであることを必ず確認した書類（本紙「科学研究費補助金応募資格に係る確認書」）を提出し、承認を受ける必要があること。
・応募資格を付与された東京大学特別研究員が「研究代表者」として応募出来る研究種目は、公募要領に記載の研究種目（基盤研究（B）・(C)、若手研究、挑戦的研究（萌芽）、学術変革領域研究（Ａ）の公募研究、国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）に限定されること。
※「研究分担者」として参画する場合には種目に制限はありません。
・今回の応募資格の付与は、東京大学特別研究員の採用期間中に限って認められるものであること。（従って、採用最終年度に科研費応募資格を付与することも可能ではあるが、東京大学特別研究員の採用期間終了後に本学で科研費の研究遂行を行う場合は、新たに内規第3条(1)～(3)、(7)に定める応募資格者になる必要があること。）

